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分担研究報告書 

 

   「小児死因統計の臨床的死因との合致性に影響する要因に関する研究」 
既存情報を小児死亡検証に既存情報を活用するための可能性と障壁に関する研究 

 

分担研究者  溝口史剛   前橋赤十字病院小児科 

研究協力者  東谷良子   木村・東谷法律事務所 

        

   

研究要旨  

本分担研究者らは昨年度、小児科学会子どもの死亡登録検証委員会で施行された、2011

年の死亡事例検証のパイロットスタディーのうち、登録された乳児死亡事例 214 例のデー

タを用いて、統計上の死因と臨床上の死因の合致性、および記載された死因と実際の死因

との合致性につきさらなる検証を行い、乳児死因簡単分類の変更を要した事例（レッド事

例）は 58 例（27%）、乳児死因簡単分類の変更を要さないものの、「Ⅱ欄への追記を含む、

何らかの修正が望まれるが、乳児死因簡単分類の変更を伴わない事例」や「死因の明確化

のためにはさらなる詳細情報の記載が望まれる事例（Ⅰ欄への追記を要する事例）」と定

義づけたイエロー事例が 48 例（22%）存在していたことを報告し、死亡診断書/死体検案書

の記載内容から正確な死因統計を取ることは実質不可能であり、死後に包括的な情報を集

約したうえで、死因の検証を行う体制（チャイルド・デス・レビュー：CDR）の整備が望ま

れるとの提言を行った。 

本年度は CDR を実施する上で、現在の各種法制度の下で収集された既存情報をどのよう

に利活用できるのかにつき検討した。 

現行法の下では死亡小票をもとにした全数把握は可能であるが、死亡小票内容をもとに

した詳細に検討すべき事例のスクリーニングは不可能であり、既存情報を生かすためには、

別の法令根拠が求められると考察された。また現行法そのままでの弾力的運用には、多く

の機関が関与しかつ関係法規とのバッティング（刑事訴訟法、個人情報保護法など）が生

じることが容易に想定されるセンシティブ情報を扱うその性質上、「チャイルドデスレビ

ュー」という文言そのものを法令に記載し、根拠を明確にしない限り、既存情報を活用す

ることや、新たに情報を収集したり、他の法令根拠に基づき収集された情報を共有し、子

どもの予防可能な死亡を減少させるための知見を具体的に社会に還元させる体制を構築さ

せるには不十分であると思われた。 

このような情報のリンケージを進めるためには、先にも述べたように、チャイルドデス

レビューという文言がその目的とともに具体的に法令に記載され、リンケージすべき情報

とその利活用についても明確化される必要がある。 
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Ａ．研究目的 

 本分担研究者らは昨年度、小児科学会子

どもの死亡登録検証委員会で施行された、

2011 年の死亡事例検証のパイロットスタデ

ィーのうち、登録された乳児死亡事例 214

例のデータを用いて、統計上の死因と臨床

上の死因の合致性、および記載された死因

と実際の死因との合致性につきさらなる検

証を行い、乳児死因簡単分類の変更を要し

た事例（レッド事例）は 58 例（27%）、乳

児死因簡単分類の変更を要さないものの、

「Ⅱ欄への追記を含む、何らかの修正が望

まれるが、乳児死因簡単分類の変更を伴わ

ない事例」や「死因の明確化のためにはさ

らなる詳細情報の記載が望まれる事例（Ⅰ

欄への追記を要する事例）」と定義づけた

イエロー事例が 48例（22%）存在していた

ことを報告し、死亡診断書/死体検案書の記

載内容から正確な死因統計を取ることは実

質不可能であり、死後に包括的な情報を集

約したうえで、死因の検証を行う体制（チ

ャイルド・デス・レビュー：CDR）の整備が

望まれるとの提言を行った。 

本年度は CDR を実施する上で、現在の各

種制度の下で収集された既存情報をどのよ

うに利活用できるのかにつき検討したので

報告する。 

 

Ｂ．研究方法 

CDR は①地域で発生した死亡事例を全数

把握し、②予防可能性についてスクリーニ

ングし、③検討を行った時点でその判断を

正確にしえない事例や、予防可能性のあっ

たと判断された事例につき、さらなる情報

収集を可能な限り行い、そのうえで④再度

多面的観点で検証を行い、④必要な場合に

は死因別に専門家パネルを開催したうえで

詳細な検討を行い、⑤予防施策を提言し、

⑤その提言がどの程度実施されているのか

をトラッキングすることで、可能な限り予

防可能な小児期死亡を制度として提言させ

ていくための制度である。 

本分担研究では、このうち既存データを

CDR の各段階でどの程度利活用できるのか

を検討した。 

 

C．研究結果、および D.考察 

①死亡事例の全数把握 

現在の人口動態調査は新「統計法」（平

成 19年法律第 53 号）に基づく基幹統計調

査として実施されている。死亡事例は全例

が市区町村に死亡届を提出する必要があ

り、提出された死亡診断書（死体検案書）

をもとに人口動態調査票（死亡票）が作成

され、管轄区域の保健所に送付され、死亡

票に基づいて死亡小票（死亡票の写し）が

作成され、都道府県知事（保健所を設置す

る市又は特別区の保健所にあっては、市長

又は区長を経由）に送付され、厚生労働大

臣に送付される。 

すなわち死亡診断書（死体検案書）に記

載された内容については、市町村及び保健

所にデータは保管された状態にある。しか

しながら新統計法によって、より利活用さ

れやすい状態となったとはいえ、その二次

的利用に関しては現行法の下では、その利

活用は大きく制限されており、統計の作成、

統計的研究を目的とした調査票の二次利用

は、調査を実施した府省自身が利用する場

合に限られ（統計法 32 条）ており、調査票

情報の提供を受ける場合も公的機関が利用

する場合（統計法第 33 条第 1号）や、公的

機関が委託または共同して調査研究を行う

場合・公的機関が公募の方法により補助す
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る調査研究を行う場合・行政機関などが政

策の企画/立案/実施または評価に有用であ

ると認める統計の作成などを行う場合に限

られていて（統計法第 33条第 2号）、一般

の者が利活用可能であるのは公益性があり

社会に還元されることなどを条件としたオ

ーダーメード集計（統計法第 34 条）や匿名

データ（統計法第 35 条、第 36条）の提供

に限定されている。 

 つまりは、現行法の下では死亡小票の

利用は「統計の作成（その統計調査が本来

作成を予定していた統計以外の統計を作成

すること）」、「統計的研究（調査票情報

を利用して行う統計的手法による研究）」

に原則限定されており、既存情報としての

死亡小票内の情報を用いて②のスクリーニ

ングを行うことは原則としてできない。 

結論としては、①の全数把握をすること

のみを目的とした場合には統計法第33条に

基づいた既存情報の収集はなしえるが、CDR

のための②以降のプロセスを実施するため

には、改めて別の法令根拠をもとにした情

報収集を行う必要がある。なお英国では

2017年10月にCDR実施のための法定ガイド

ラインが策定されたが、全数報告のために

新たに FormA という書式を持ちいて死亡情

報を収集することと定めている（報告すべ

き内容：死亡児の氏名・生年月日・住所・

学校/保育園・死亡に至ったエピソードの発

生場所、警察通報の有無、死亡診断書/死体

検案書の発行状況、予測しえた死亡であっ

たか否か、死亡事実を連絡した関係機関の

一覧表、および報告者の氏名/所属機関）。 

 

②予防可能性スクリーニングのための情報

把握を可能な限り正確に行うために既存情

報を収集するための法令根拠となりうる現

行法としては、「児童福祉法」、「母子保

健法」、「地域保健法」、「死因身元調査

法」が挙げられる。 

 

「児童福祉法」では、「児童及び妊産婦

の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、

相談、調査、指導、関係機関との連絡調整

その他の必要な支援を行う」とされている

が、対象が児童福祉に関する事項に限定さ

れること、ならびに CDR の結果は児童福祉

の向上に資するものの、全小児死亡事例の

検証まで同法で包含しうるのかは不明瞭で

あり、CDR の実施そのものの根拠としうると

は考え難い。 

 

「母子保健法」に関しては、第二十条三

項で「国は、乳児及び幼児の障害の予防の

ための研究その他母性並びに乳児及び幼児

の健康の保持及び増進のため必要な調査研

究の推進に努めなければならない」とされ

ており、少なくとも乳幼児期に関しては CDR

の実施そのものの根拠としうるが、大きな

問題点として対象が乳児および幼児に限定

されてしまう。第八条三項で、「学校保健

安全法・児童福祉法やその他の法令に基づ

く母性及び児童の保健及び福祉に関する事

業との連携及び調和の確保に努める」旨記

載されているが、単独で CDR の根拠法とは

しえない。また全死亡事例の検証まで同法

で包含しうるのかはやはり不明瞭である。 

 

「地域保健法」に関しては乳幼児に限定

せずに、保健所に以下に掲げる事項につき、

企画、調整、指導及びこれらに必要な事業

を行うことと定めている。 

・ 人口動態統計その他地域保健に係る統

計に関する事項（第 6条 1項） 
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・ 母性及び乳幼児並びに老人の保健に関

する事項（第 6条 8項） 

・ その他地域住民の健康の保持及び増進

に関する事項（第６条 14項） 

および必要があるときは、 

・ 地域保健に関する情報を収集し、整理し、

及び活用すること（第 7条 1項） 

・ 地域保健に関する調査及び研究を行う

こと（第 7条 2項） 

このうち、CDR の根拠法に転用しうるのは

第６条14項、ならびに第7条 1項であるが、

第６条14項では保健所の業務は企画調整に

とどまり情報収集権限は付与されず、第 7

条 1項であれば情報の収集と利活用が可能

となるが、全死亡事例の検証まで同項で包

含しうるのかは不明瞭である。また「必要

があるときは」という条件付けがあるが、

何をもって必要があると解釈すればよいの

か（予防可能性のあったと判断しうる死亡

に限定するのか、小児が死亡したことをも

って必要があると判断しうるのか）不明瞭

である。 

 

「死因身元調査法」に関しては、正式名

称の「警察等が取り扱う死体の死因又は身

元の調査等に関する法律」が示す通り、本

法律体系を CDR の根拠法とした場合、警察

対応となる死亡事例に検証が限定されてし

まう。同法には「公衆衛生の向上」につき

言明されてはいるものの、法の理念として

「市民生活の安全と平穏を確保することを

目的」としている。 

 

なお現時点で法案作成され、提出がなさ

れたものの、成立に至ってはいない「死因

究明推進基本法（案）」では、その目的を

「安全で安心して暮らせる社会の実現」お

よび「生命が尊重され個人の尊厳が保持さ

れる社会の実現」に寄与することとしてお

り、第三条 2項で、「死因究明の推進は、

高齢化の進展等の社会情勢の変化を踏まえ

つつ、死因究明により得られた知見が疾病

の予防及び治療をはじめとする公衆衛生の

向上及び増進に資する情報として広く活用

されることとなるよう、行われるものとす

る」と定めており、CDR 実施の法令根拠にな

りうると思われる。ただし「高齢化の進展

等の社会情勢の変化を踏まえつつ」との前

提記載内容から、即座にこれをもって CDR

の実施体制の整備に直結させることは困難

である。 

 

結論としては、現行法のままでは CDR を

実施するためには「法律の弾力的運用」を

しなくてはならならない点に変わりはな

く、多くの機関が関与し、かつ関係法規と

のバッティング（刑事訴訟法、個人情報保

護法など）が生じることが容易に想定され

るセンシティブ情報を扱うその性質上、「チ

ャイルドデスレビュー」という文言そのも

のを法令に記載し、根拠を明確にしない限

り、既存情報を活用することや、新たに情

報を収集したり、他の法令根拠に基づき収

集された情報を共有することは、困難であ

る。 

なお英国の CDR 実施のための法定ガイド

ラインでは、死亡を把握した機関（実質的

にはほとんどが医療機関）にスクリーニン

グのための情報収集として、各死因別に

FormB（新生児[B2]、予期された死亡[B３]、

不詳死[B4]、交通外傷/転落[B5]、溺死[B6]、

火災[B７]、違法薬物[B8]、その他の事故

[B9]、中毒死[B10]、虐待/殺人[B11]、自殺

[B12]）という書式を持ちいて死亡情報を報
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告することと定めている。 

 

③詳細情報の把握・収集 

現行法による、個別具体的な死亡事例調

査の根拠法例としては、昨年度の報告で用

いた、死因統計上のグルーピング（❶虐待/

ネグレクト、殺人、❷自殺、❸その他の外

因、❹悪性疾患、❺急性疾患、❻慢性士疾

患の増悪、❼染色体/先天異常、❽周産期/

新生児、❾感染症、❿不詳死別に、下記の

とおりであった。 

 

❶虐待/ネグレクト・殺人   

「警察法」「警察官職務執行法」「刑事訴

訟法」などが法令根拠となるが、虐待死の

行政調査に関しては「虐待防止法第 4条第 5

項」が根拠となる 

 

❷自殺 

「自殺対策基本法第 15条」が根拠となりう

るが、あくまでも公衆衛生学的調査を定め

たものと解釈されるものであり、CDR で求め

られる個別事例検証に関しては、いじめに

よる自殺であれば、「いじめ防止対策推進

法第 28 条第 1項」が根拠法になるが、いじ

め自殺以外の自殺であれば文科省通知「子

供の自殺が起きた時の背景調査の指針」が

あるのみである。 

 

❸その他の外因   

保育事故による死亡に関しては、「平成

26 年内閣府令第 39号」「平成 26年厚生労

働省令第 63 号」「平成 29 年厚生労働省令

123 号」が根拠となる 

航空・鉄道・船舶事故死に関しては、「運

輸安全委員会設置法」が、 

交通事故に関しては「道路交通法第 108 条

14 項」が根拠となる。 

なお道路交通法では第 108 条 16 項で「警

察署長は、分析センターの求めに応じ、分

析センターが事故例調査を行うために必要

な限度において、分析センターに対し、交

通事故の発生に関する情報その他の必要な

情報又は資料で国家公安委員会規則で定め

るものを提供することができる」と規定さ

れており、かつ同 24項では「警察庁及び都

道府県警察は、分析センターに対し、国家

公安委員会規則で定めるところにより、そ

の事業の円滑な運営が図られるように必要

な配慮を加えるものとする」と記載されて

いる。 

その他の事故に関しては、「消費者安全

法第 23 条」が根拠となりうる。なお消費者

安全法では「消費者安全の確保の見地から

必要な事故等原因を究明することができる

と思料する他の行政機関等による調査等の

結果を得た場合又は得ることが見込まれる

場合においては、この限りでない」とその

他の法令根拠に基づく調査により代替しう

る旨が明記されており、また同法第 4条 5

項では「国及び地方公共団体は、消費者安

全の確保に関する施策の推進に当たって

は、基本理念にのっとり、独立行政法人国

民生活センター、消費生活センター、都道

府県警察、消防機関、保健所、病院、教育

機関、消費生活協力団体及び消費生活協力

員、消費者団体その他の関係者の間の緊密

な連携が図られるよう配慮しなければなら

ない」旨が明記されている 

 

❹-❽の内因死   

医療過誤の可能性がある場合には「医療

法第 6条 11 項」に基づいた調査が根拠法と

なるが、それ以外では剖検実施に関しての
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「死体解剖保存法」以外には、「がん対策

基本法」「難病の患者に対する医療等に関

する法律」「肝炎対策基本法」「アルコー

ル健康障害対策基本法」「アレルギー疾患

対策基本法」など調査研究を推進する各種

法が存在するが、個別事例の詳細検討を規

定するものではなく、個別死亡事例の検討

は臨床病理検討会（CPC）と同様、臨床研修

制度や専門医制度でそれを促進する枠組み

はあるものの、医療者の専門性向上のため

の自己研鑽として任意に実施されているも

のである。 

  

❾感染症    

「感染症の予防及び感染症の患者に対する

医療に関する法律」、食中毒に関しては「食

品衛生法」、検疫に関しては「検疫法」が

根拠となる。 

 

❿不詳死   

 解剖に関しては「死体解剖保存法」が根

拠となる。異状死と判断された場合には医

師法 21 条に基づき、警察に届け出を行う必

要があり、犯罪死の可能性が否定できれば

①の根拠をもとに、非犯罪死体と判断され

た場合でも「死因身元調査法」に基づく調

査対象とされる可能性がある。いずれにし

ろ刑事事件となりうる場合には、刑事訴訟

法 47条「訴訟に関する書類は、公判の開廷

前には、これを公にしてはならない。但し、

公益上の必要その他の事由があって、相当

と認められる場合は、この限りでない」に

基づき、CDR に資する情報を警察から得るこ

とは極めて困難である（但し書きの「相当」

の範囲が不明瞭であり、実運用はほとんど

なされていない）。死因身元調査法に基づ

く解剖結果に関しては、犯罪捜査の手続に

付されていないものに関しては、「検案を

行った医師」もしくは「死亡時画像の読影

を行った医師」から「解剖等の結果の提供

の求めがあった場合」に、「医学研究目的

に限り、死者を識別できる方法で第三者に

提供することのないことを条件に」提供す

べき旨が通達されている（丁捜一発第 117

号）。つまり実際の死亡に対応した臨床医

が死体検案を行わなかった場合には、情報

は還元されない。なお本通知では「別途の

手続が既に確立されている都道府県警察に

あっては、その提供方式（含、司法解剖）

を継続して差し支えない」との記載や、「司

法解剖結果等の提供を求められた場合は、

犯罪捜査への支障や刑事訴訟法第47条の規

定を鑑み、必要に応じて検察庁とも協議を

行い可否等について個別に検討する」旨記

載されており、一律に司法解剖結果の提供

を妨げるものではない。 

 

CDR は、これらの現行の根拠法例をもとに

した死亡事例検証にとって代わるものでは

なく、これらの現行の根拠法例をもとにし

た死亡事例検証を行いえない事例をカバー

するものということもできる。ただ、これ

らの検証結果は、統合されて一元的に、今

後の予防可能死の減少に資するような施策

に生かされる必要があり、かつ個人情報を

排した状態で、国民がそれをトラッキング

できる必要がある。このような情報のリン

ケージを進めるためには、先にも述べたよ

うに、チャイルドデスレビューという文言

がその目的とともに具体的に法令に記載さ

れ、リンケージすべき情報とその利活用に

ついても明確化される必要があるといえ

る。 
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Ｅ．結論 

現行法の下では死亡小票をもとにした全

数把握は可能であるが、死亡小票内容をも

とにした詳細に検討すべき事例のスクリー

ニングは不可能であり、既存情報を生かす

ためには、別の法令根拠が求められるが、

現行法そのままでの弾力的運用には、多く

の機関が関与しかつ関係法規とのバッティ

ング（刑事訴訟法、個人情報保護法など）

が生じることが容易に想定されるセンシテ

ィブ情報を扱うその性質上、「チャイルド

デスレビュー」という文言そのものを法令

に記載し、根拠を明確にしない限り、既存

情報を活用することや、新たに情報を収集

したり、他の法令根拠に基づき収集された

情報を共有し、子どもの予防可能な死亡を

減少させるための知見を具体的に社会に還

元させる体制を構築させるには不十分であ

る。 

このような情報のリンケージを進めるた

めには、先にも述べたように、チャイルド

デスレビューという文言がその目的ととも

に具体的に法令に記載され、リンケージす

べき情報とその利活用についても明確化さ

れる必要がある。 

 

Ｆ．健康危険情報 

該当なし 

 

Ｇ．研究発表 

論文発表 なし 

学会発表 なし 

書籍発刊 なし 

 

 

 


